
 
      

          

                               

 
 

 
国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会

決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財

産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律に係る組織的な

犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、国際的な協力の下に規制

薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精

神薬取締法等の特例等に関する法律の施行について（通達） 
 令和４年 12 月９日、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合

安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリ

ストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令和４年法

律第 97 号。以下「改正法」という。別添１参照）が公布され、改正法第３条及

び第４条の規定（犯罪収益等隠匿罪等の法定刑の引上げ、犯罪収益等として没収

可能な財産の範囲の改正）については、同年 12 月 29 日から施行されることと

なった。 

 改正法による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法 

律（平成 11 年法律第 136 号。以下「組織的犯罪処罰法」という。）、国際的な

協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬

及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（平成３年法律第 94 号。以下「麻

薬特例法」という。）の概要等は、下記のとおりであるので、法の趣旨を踏まえ

た適切な運用に努められたい。 

記 

１ 趣旨及び概要 

マネー・ローンダリングが近年、複雑化かつグローバル化し、その対策及び

国際的な連携が求められる中、我が国においても国際的協調の下に不正な資金

等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑止することが必要である。 

これまで、我が国では、犯罪収益関連犯罪の取締り及び犯罪による収益の剝

奪について、「犯罪収益対策推進要綱の制定について」（平成 31 年４月１日付

け警察庁丙組企発第 60 号ほか）をはじめ、「犯罪収益関連犯罪の取締り及び犯

罪による収益の剝奪の更なる推進について」（令和３年 12 月 24 日付け警察庁

丙暴発第３号ほか）等に基づき推進してきたところである。一方、我が国は、

原議保存期間 ５年（令和 10 年３月 31 日まで） 

有効期間 一種（令和 10 年３月 31 日まで） 

警 察 庁 丁 組 二 発 第 4 6 号 

令 和 ４ 年 1 2 月 2 3 日 

警察庁刑事局組織犯罪対策部 

組 織 犯 罪 対 策 第 二 課 長 

警 視 庁 組 織 犯 罪 対 策 部 長 

各 道 府 県 警 察 本 部 長 

各 方 面 本 部 長 

（参考送付先） 

   各管区警察局広域調整担当部長 

殿 



ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）が昨年８月に公表した第四次対日相互審査報告

書において、マネー・ローンダリング罪の法定刑の上限を、少なくとも日本の

犯罪収益を最も頻繁に生み出す重大な前提犯罪と同水準に引上げるべき旨の

指摘や、没収可能な財産の範囲に近年、新たな形態の財産として取得・保有・

移転される暗号資産等の犯罪収益等を含むべき旨の指摘等を受けた。 

これを受け、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法を改正し、犯罪収益等隠匿の

罪等、薬物犯罪収益等隠匿の罪等の法定刑を引き上げるとともに、組織的犯罪

処罰法において犯罪収益等として没収することができる財産の範囲を拡大す

ることとし、もって、国際的協調の下に防止及び抑止が図られるべき不正な資

金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑止することを期すこととした

ものである。  

２ 改正に伴う変更点等（別添２参照） 

（１）法定刑の引上げ 

ア 不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為の罪 

現行の組織的犯罪処罰法第９条の法定刑が、「５年以下の懲役若しく

は 1,000 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」から「10 年以下の懲

役若しくは 1,000 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」に引き上げら

れる。 

  イ 犯罪収益等隠匿罪•薬物犯罪収益等隠匿罪 

現行の組織的犯罪処罰法第 10 条及び麻薬特例法第６条の法定刑が、

「５年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」

から「10 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科」に引き上げられる。 

   ウ 犯罪収益等収受罪•薬物犯罪収益等収受罪 

     現行の組織的犯罪処罰法第 11 条及び麻薬特例法第７条の法定刑が、「３

年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」から

「７年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」

に引き上げられる。 

（２）没収可能な財産の範囲の改正 

犯罪収益等として没収することができる財産を現行の組織的犯罪処罰法

第 13 条における「不動産若しくは動産又は金銭債権」から「財産」に拡大

する。 

３ 留意事項 

（１）指導教養    

本件改正の内容について、関係職員に対する指導教養に遺漏のないよう 

にされたい。 



（２）不正な資金等の移動等のより一層効果的な防止及び抑止並びに取締りの 

推進 

都道府県警察にあっては、「１ 趣旨及び概要」を踏まえ、「犯罪収益関連 

犯罪の取締り及び犯罪による収益の剝奪の更なる推進について」（令和３年

12 月 24 日付け警察庁丙暴発第３号ほか）等に基づき、引き続き不正な資金

等の移動等のより一層効果的な防止及び抑止並びに取締りの推進に努めら

れたい。 

 

（添付資料） 

別添１ 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事

会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産

の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令和４年法律第97号） 

別添２ 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事

会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産

の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律第３条及び第４条 新

旧対照条文 

 



令和  年  月  日 金曜日 官報(号外第  号) 

内
閣
総
理
大
臣 

岸
田 

文
雄

国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を

踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御 

名 

御 

璽

令
和
四
年
十
二
月
九
日

法
律
第
九
十
七
号

国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号

等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律

(

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財

産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正)

第
一
条 

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト

の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。題

名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法

目
次
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
求
め
て
い
る
こ
と
」
の
下
に
「
並
び
に
同
理
事
会
決
議
第
千
七
百
十
八
号
、
同
理
事
会
決
議
第
二
千

二
百
三
十
一
号
そ
の
他
の
同
理
事
会
決
議
が
国
際
連
合
の
全
て
の
加
盟
国
に
対
し
特
定
の
国
又
は
地
域
に
よ
る
大
量

破
壊
兵
器
等
の
開
発
等(

当
該
特
定
の
国
又
は
地
域
に
よ
る
核
兵
器
、
軍
用
の
化
学
製
剤
若
し
く
は
細
菌
製
剤
若
し

く
は
こ
れ
ら
の
散
布
の
た
め
の
装
置
又
は
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
資
の
開
発
、
製
造
、
保
有
、
譲
渡

し
、
譲
受
け
及
び
使
用
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
関
す
る
計
画
等
に
関
与
し
、
又
は
当
該
計
画
等
の
支
援
等
を
行
う

者(

以
下
「
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
」
と
い
う
。)

の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
こ
と
」
を
加
え
、「
当
該
措
置
」
を
「
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
」
に
「、
が
当
該
行
為
」
を
「
が
国
際
的
な
テ
ロ
リ
ズ

ム
の
行
為
及
び
大
量
破
壊
兵
器
等
の
開
発
等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
の
行
為
」
の
下
に
「
及
び
大
量
破
壊
兵
器
等
の
開
発
等
」
を
加
え
「、
当
該
」
を
「
こ
れ
ら
の
」
に
改

め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「(

国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
及
び
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
の
公
告)

」に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
附
則
第
二
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
、「
単
に
「
名
簿
」
を「「
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
名
簿
」
に
改
め
、「
記

載
さ
れ
た
と
き
」
の
下
に
「(

既
に
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
た
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、
第
千

二
百
六
十
七
号
等
決
議
に
よ
り
そ
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
と
き
を
含
む
。)

」を
加
え
、

同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
「、
名
簿
」
を
「
国
際
テ
ロ
リ
ス

ト
名
簿
又
は
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
名
簿
」
に
改
め
、「
場
合
」
の
下
に
「
及
び
当
該
公
告
さ
れ
た
者
に

対
す
る
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議(

国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
又
は

大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
場

合
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２
 

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
七
百
十
八
号
、
同
理
事
会
決
議
第
二
千
二
百
三
十
一
号
そ
の
他
の
政
令

で
定
め
る
同
理
事
会
決
議(

以
下
「
第
千
七
百
十
八
号
等
決
議
」
と
い
う
。)

に
よ
り
そ
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
が
、
同
理
事
会
決
議
第
千
七
百
十
八
号
、

同
理
事
会
決
議
第
千
七
百
三
十
七
号
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
同
理
事
会
決
議
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
委
員
会
の
作

(

構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正)

第
三
十
六
条 

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

(

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
三
十
七
条 

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
六
年
法
律
第
百
十

二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条
第
二
項
第
十

二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
三
号
」
を
加
え
る
。

(

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正)

第
三
十
八
条 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

平
成
二
十
一
年

法
律
第
九
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

(

全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
三
十
九
条 

全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令

和
三
年
法
律
第
六
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
の
う
ち
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
条
第
五
項
」を「
第

四
十
条
第
五
項(

同
法
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

」
に
、「
第
四
十
条
第
六
項
」
を
「
第
四
十
条
第
六
項(

同
法
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
に
改
め
る
。

２
 

全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第

六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
附
則
第
二
十
二
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、「
」
及
び
」

と
あ
る
の
は
「
」
の
下
に
「(

同
法
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
」
と
す
る
。

(

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
四
十
条 

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律(

令
和
三
年
法
律
第
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
号
」
を
、「
求
め
」
の
下
に
「
又
は
指
示
」
を
加
え
、「
外
出
自

粛
要
請
」
を
「
外
出
自
粛
要
請
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
外
出
自
粛
要
請
又
は
」
を
「
外
出
自
粛
要
請
等
又
は
」
に
改
め
る
。

(

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
四
十
一
条 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律(

令
和
四
年
法

律
第
六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
二
十
一
条
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
五
の
二 

検
疫
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条

(
第
第二政令百二百三への十三
委九十九任条)
条
削を
除次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

政
令
へ
の
委
任)
 

第
四
十
二
条 

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置(

罰
則
に
関
す
る

経
過
措
置
を
含
む
。)

は
、
政
令
で
定
め
る
。

内
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総
理
大
臣 

岸
田 

文
雄

総
務
大
臣 

松
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剛
明

法
務
大
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藤 

健

財
務
大
臣 

鈴
木 

俊
一

文
部
科
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大
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岡 

桂
子
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郎信 
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 令和  年  月  日 金曜日 官報(号外第  号)

成
す
る
名
簿(

以
下
「
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
名
簿
」
と
い
う
。)

に
記
載
さ
れ
た
と
き(

既
に
大
量

破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
た
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
に
つ
い
て
、
第
千

七
百
十
八
号
等
決
議
に
よ
り
そ
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
と
き
を
含
む
。)

は
、
国
家

公
安
委
員
会
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
を
官
報
に
よ
り
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

３
 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
公
告
さ
れ
た
者
の
所
在
が
判
明

し
て
い
る
と
き
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
公
告
に
係
る
事

項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「(

国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
指
定)

」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
」
を
「
国

際
テ
ロ
リ
ス
ト
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
第
千
二
百
六
十
七
号
等
決
議
に
よ
り
そ
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
を
と

る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供

等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る

法
律
」
に
、「
第
一
条
」
を
「
第
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
章
の
章
名
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
条
第
一

項
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者(

第
三
条
第
一
項
」
に
、「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
「、
総
称
す
る
。)

」
の
下

に
「
又
は
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
さ
れ
た
者(

現
に
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
名
簿
に
記
載

さ
れ
、
か
つ
、
第
千
七
百
十
八
号
等
決
議
に
よ
り
そ
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者

に
限
る
。
以
下
「
公
告
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
」
と
い
う
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

」
を
加
え
、
同
条

第
四
号
中
「
政
令
で
定
め
る
金
銭
債
務
」
を
「
金
銭
及
び
金
銭
以
外
の
そ
の
財
産
的
価
値
の
移
転
が
容
易
な
財
産
に

係
る
債
務
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
金
銭
債
権(

以
下
「
特
定
金
銭
債
権
」
を
「
債

権(

以
下
「
特
定
債
権
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
特
定
金

銭
債
権
」
を
「
特
定
債
権
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
、
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
、
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
、同
項
第
一
号
中
「
公

告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」

を
「
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
財
産
凍
結
等
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
行
為
」

に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ 

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト(

ハ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)
 

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為

ロ 

公
告
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者(

ハ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)
 

大
量
破
壊
兵
器
等
の
開
発
等(

政

令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。)

ハ 

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
公
告
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
で
あ
る
も
の 

公
衆
等
脅
迫

目
的
の
犯
罪
行
為
及
び
大
量
破
壊
兵
器
等
の
開
発
等

第
十
一
条
第
二
項
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
、「
特
定
金
銭
債
権
」
を
「
特
定

債
権
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象

者
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
、
同
条
第
五

号
中
「
特
定
金
銭
債
権
」
を
「
特
定
債
権
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「(

特
定
債
権
の
差
押
債
権
者
に
対
す
る
債
務
の
履
行
の
禁
止
命
令)

」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
中
「
特
定
金
銭
債
権
」
を
「
特
定
債
権
」
に
、「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
「、
金
銭

の
支
払
」
を
「
債
務
の
履
行
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対

象
者
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
、「
金
銭
の
支
払
」
を

「
債
務
の
履
行
」
に
「、
金
銭
が
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
を
「
債
務
の
目
的
た
る
財
産
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
財
産
凍
結
等
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
行
為
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

イ 

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト(

ハ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)
 

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為

ロ 

公
告
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者(

ハ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)
 

大
量
破
壊
兵
器
等
の
開
発
等(

政

令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。)

ハ 

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
公
告
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
で
あ
る
も
の 

公
衆
等
脅
迫 

目
的
の
犯
罪
行
為
及
び
大
量
破
壊
兵
器
等
の
開
発
等

第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
、

同
条
第
六
項
中
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
、「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同

条
第
七
項
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
行
為
」
の
下
に
「
及
び
大
量
破
壊
兵
器
等
の
開
発
等
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等

対
象
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
「、
同
項
」
を
「
同
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
中
「
限
る
。)

及
び
」
を
「
限
る
。)

、
」
に
、「)

が
」
を
「)

及
び
第
千
七
百
十
八
号
等
決
議(

大
量
破

壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

が
」
に
改
め
る
。

(

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
改
正)

第
二
条 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
「)の第一六部章をの次二の
よ
報う告に等改(

正第す五る十。 

目
次
中
「第
六
章
の
二
報
告
等{
第
五
ナ
五
条
—
第
五
ナ
五
条
の
九)

」
を
第
六
章
の
ー
ー
の
二
外
国
為
替
取

引
等
取
扱
業
者
遵
守
基

1!
第
五
十
五
条
の
九
の
二
—
第
五
ナ
五
条
の
九
の
四)

」
に
改
め
る

第
六
条
第
一
項
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九 

「電
子
決
済
手
段
等
」

と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ 

電
子
決
済
手
段(

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
ナ
一
年
法
律
第
五
ナ
九
号)

第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
第
ナ
六
条
の
二
の
表
の
一
の
項
の
下
欄
、
第
ナ
七
条
の
四
第
二
項
及
び
第

ナ
八
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

ロ 

暗
号
資
産(

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
ナ
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
第
ナ
六
条
の

二
の
表
の
五
の
項
の
下
欄
に
お
い
て
同
じ
。)

第
ナ
六
条
の
二
中
「
)

が
行
う
為
替
取
引
」

を

「
)

が
そ
の
顧
客
の
支
払
に
係
る
為
替
取
引
を
行
う
場
合
に
お
け

る
当
該
為
替
取
引
」

に

「、
暗
号
資
産
交
換
業
者(

同
法
第
二
条
第
ナ
六
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
を
「電 

子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等(

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
」

に

「、
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
場
合(

当
該
暗
号
資

産
の
移
転
が
同
法
第
二
条
第
ナ
七
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
暗
号
資
産
の
管
理
を
委
託
し
て
い
る

当
該
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
顧
客
に
対
し
て
行
う
支
払
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
で
あ
る
場
合
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
場
合
に
限
る
。)

に
お
け
る
当
該
暗
号
資
産
の
移
転
」

を

「電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等(

同
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
」

に
、
「資
金
移
動
業
者
が
行
う
為
替
取
引
」

を

「資
金
移
動
業
者
が
そ
の
顧
客
の
支
払 

等
に
係
る
為
替
取
引
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
為
替
取
引
」

に
、
「暗
号
資
産
交
換
業
者
が
」

を

「電
子
決
済
手
段 

等
取
引
業
者
等
が
」

に
、
「暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
場
合(

当
該
暗
号
資
産
の
移
転
が
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
に

暗
号
資
産
の
管
理
を
委
託
し
て
い
る
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
他
の
顧
客
又
は
他
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
若
し
く

は
同
法
第
二
条
第
ナ
七
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
暗
号
資
産
の
管
理
を
委
託
し
て
い
る
当
該
他
の

暗
号
資
産
交
換
業
者
若
し
く
は
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
顧
客
と
の
間
で
行
う
支
払
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
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げ信
る用
行金
為庫
法
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
掲

合掲暗
そげ号資のる
他支産の払政令等移転ので(
い定めず当該れる場か暗
合に号資に係
限る産のもる
。の移)

転であが
る次
場に

合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。)

一
かる
ら者当該外の
国い暗号へず
向れ資産かけたと交換の支払間業者でを
の行除くう顧客。支)

払が
等次(
に
本掲
邦げ

イ
の理
当を他の委該暗顧託
客し号
て資
い産交る当換業該暗者
号に暗資産号
交資
換産
業の
者管

ロ
業理
他を者の委の暗顧託
客し号
て資
い産交る当換業該他者
のに暗暗号号
資資
産産
交の
換管

二
国に
暗関当該号す
資る暗号法産交律資産第換
交二業者条換業第に暗十者
号七の顧資項
産に客が規の管定資金す理をる決
委外済

客託国
とし暗号のて
間い資産でる
行当交換該う支外業者払国
等暗に暗号資号
産資産交換の
業管
者理
のを
顧委

の協四同の組三合に第二よる項第金一融号事に業掲にげ関する行る法為律第六条

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
」
の
下
に
「
当
該
為
替
取
引(

第
五
十
五
条
の
九
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

を
」
を
加
え
、「
同
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
の
見
出
し
を
「(

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
へ
の
準
用)

」に
改
め
、
同
条
中
「
暗
号
資
産
交
換

業
者
」
を
「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
」
に
「、
暗
号
資
産
の
移
転
」
を
「
電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
 

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
が
そ
の
顧
客
の
支
払
等
に
係
る
電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
が
発
行
す
る
電
子
決
済
手
段
を
移
転
す
る
と
き
及
び
銀
行
等
又
は
資
金
移
動

業
者
の
委
託
を
受
け
て
そ
の
顧
客
の
支
払
等
に
係
る
第
十
六
条
の
二
の
表
の
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
の
下
欄
に

定
め
る
行
為(

電
子
決
済
手
段
の
移
転
を
除
く
。
第
十
八
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

を
行
う
と
き
は
、
当

該
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
に
対
し
て
は
、
前
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
八
条
第
四
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
か
ら
第
二
十
二
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
六
の
見
出
し
を
「(

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
へ
の
準
用)

」に
改
め
、
同
条
中
「
暗
号
資
産
交
換

業
者
」
を
「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
」
に
、「
暗
号
資
産
の
移
転
」
を「
電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
」に
、「
暗

号
資
産
移
転
取
引
」
を
「
電
子
決
済
手
段
等
移
転
等
取
引
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
 

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
が
そ
の
顧
客
の
支
払
等
に
係
る
電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
が
発
行
す
る
電
子
決
済
手
段
を
移
転
す
る
と
き
及
び
銀
行
等
又
は
資
金
移
動

業
者
の
委
託
を
受
け
て
そ
の
顧
客
の
支
払
等
に
係
る
第
十
六
条
の
二
の
表
の
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
の
下
欄
に

定
め
る
行
為
を
行
う
と
き
は
、
当
該
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
に
対
し
て
は
、
第
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
条
の
二
各
号
中
「
暗
号
資
産
」
を
「
電
子
決
済
手
段
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
暗
号
資
産
交
換
業
者(

次
項
」
を
「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等(

次
項
及
び

第
五
十
五
条
の
九
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
中
「
行
う
者
」
の
下
に
「(

第
五
十
五
条
の
九
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
両
替
業
者
」と
い
う
。)

」

を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
。
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
七
十
一
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
、
第
五
十
五
条
の
五
及
び
第
九
章
」
を
「
及
び
第
五
十
五
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
中
「
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
を
「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等(

電
子
決
済
手
段
等

取
引
業
者
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五

項
中
「
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
を
「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
六
章
の
二
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章
の
二
の
二 

外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準

(

外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
の
策
定
等)

第
五
十
五
条
の
九
の
二 

主
務
大
臣
は
、
主
務
省
令
で
、
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
、
資
金
移
動
業
者
及
び
両

替
業
者
の
う
ち
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
態
勢
を
整
備

す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者(

以
下
「
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
」
と

い
う
。)

が
支
払
等
、
そ
の
顧
客
の
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引(

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
が
そ
の
顧
客
の
支

払
等
に
係
る
電
子
決
済
手
段
等
の
移
転
等
を
行
う
場
合
を
含
む
。
次
項
第
三
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

、
資

本
取
引(

第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
本
取
引
を
い
い
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る

行
為
を
行
う
場
合
を
含
む
。)

又
は
特
定
資
本
取
引(

第
三
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
外
国
為
替
取
引
等
」と
い
う
。)

を
行
う
に
当
た
つ
て
遵
守
す
べ
き
基
準(

以
下
「
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
」
と
い
う
。)

を
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一 

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者 

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為

二 

電
子
決
済
等
取
扱
業
者 

銀
行
法
第
二
条
第
十
七
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

三 

信
用
金
庫
電
子
決
済
等
取
扱
業
者 

信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

四 

信
用
協
同
組
合
電
子
決
済
等
取
扱
業
者 

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
四
の
三
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

又で転電子はがあ決次資るに済場金決合掲手段済げそにのるの
支移他関
払転政する令等(
当法ので律定い該
ず電め第
れ子る二条場か決済合に第十に係手
る段限項
ものる第四。の移)

一(
に
本掲当該邦げ
かる電子者ら外の決済い国
手ずへ向れ段等かけたと取
支の引業払間
をで者の除行
くう顧客支。)

払が
等次

(

本
邦
か
ら
外
国
へ
向
け
た
支
払
を
除
く
。)

イ
済済
手手当該段段
等の電子取管
引理決済を業者委手段の託
他し等取ての顧い引業る客
当者
該に
電電
子子
決決

ロ
子済
決手他の済段
手の電子段管
等理決済を取引委手段業託
者し等取ての顧い引業る客
当者
該に
他電
の子
電決

二
す金
る決当該外済
国に電子関電子す決済る決
手法済手律段等第段等二取
取条引業引第
業十者の三者に項顧客に電子規が
決定資

決済す
済手る外手段
段の国電管等取理子決を引
済委業者託手段しの顧て等
客い取引とる
の当業者該間で外に電国行う電子
支子決

払決
等済
手
段
等
取
引
業
者
の
顧
客
と
の
間
で
行
う
支

銀
行
法
第
二
条
第
十
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

二
いう八て。電項
同第子に
じ五決規
。十済定
)

五等す条取るの扱電
業九子の者決二
(

済第銀
等一行
取法項扱第第
業二二
者号条
をに第
お十い

三
庫八法信電(十
用子昭五決条和金庫二の済等三十電
六子の取
年決二扱業第法済等律一者を項第取
二扱にい
百業規う
。定三者(
す十第五る八信
号用信十)
金用五条金第庫

の庫九電の子二決済第一等取項第扱三業号者にをいおいうて。
同第じ五。十)

五
条

四
取第十組合信一四扱
に用業年項者に法よ協同る律規を
金組定第い
融合百すう
事電八る。
子業十信第
決に三用五
関済号十協
す等五)同
る取条第組扱法六合の
業律電条九の子の(者昭(四決二
協和の済第一等四二同

項取
第扱
四業者号にを
おい
いう
。て同第
じ五
。十)

五
条
の
九
の
二
第
一

五
三業律暗第第者号二二を項い条資産に第うお。十交換以六いて下項業者にこ同じの規(
定資条。)

金す及びる決済第暗五号に
十資関す産五条交る
の換法

転るで
等当ある」該
に暗場合改号
め資その産、
同の他政移条に転令で」次のを定め「表を電る場子加え決合
る済に限手。
段る
等。
の第
移十
転七条等をの
行四及う場び
合第
に十八おけ条
るの六当該に
電お
子いて決済同
手じ
段。)

等に
のお
移け

一
済す
手る電子段法
等律決済第取引二手段条業
等第者を十取引二いい項業
、に者(
同規
法定資金す第六る決済電十二子に
条決関

引の済
業八手段第者
等二とみ項取引なの
さ規業者定れるにを
者よいいりを
、電含む子同法。決以済第下手六こ段十の等二条取条、 
号
に
掲
げ
る
行
為

第引
五業
十者
五と
条み
のなさ三第れ
二る者項及を
び含
第む
五。以十下五こ条のの条九、 
一号
に
当掲
該げ
電る
子行
決為

の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。)

三業律五

)及す金

項取第十組四

)五同)す等

第済の和協

の庫八法三

一等三十電

)五用)金

いう八二

)五す等

の第引の済す一

)五下こ手六る決

二 一合掲暗

とし暗関当業理 の理 ら者当のる資

換の規が 号号 産号)払が。の移
業管定資 資資 交資 等次 で転

二 一号又で転電

等済手る決当子済 済済 本掲当掲資る次決

う電子規が の子 子子)払が 第るもの

)



 令和  年  月  日 金曜日 官報(号外第  号)

２
 

外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一 

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
る
義
務
が
課
さ
れ
た
支
払
等

二 

第
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
支
払
等(

政
令
で
定
め
る
取
引
又
は
行
為
に
係
る
支
払
等
に
限
る
。)

三 

顧
客
の
支
払
等(

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
為
替
取
引

四 

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
る
義
務
が
課
さ
れ
た
資
本
取
引

五 

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
る
義
務
が
課
さ
れ
た
特
定
資
本
取
引

３
 

外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
は
、
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
に
従
い
、
外
国
為
替
取
引
等
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

指
導
及
び
助
言)

第
五
十
五
条
の
九
の
三 

主
務
大
臣
は
、
外
国
為
替
取
引
等
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き(

外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
が
第
十
七
条(

第
十
七
条
の
三
及
び
第
十
七
条
の
四
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
違
反
し
て
そ
の
顧
客
の
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
を
行
つ
た
と
認
め

る
場
合
を
除
く
。)

は
、
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
に
対
し
、
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
に
従
つ
た

外
国
為
替
取
引
等
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

勧
告
及
び
命
令)

第
五
十
五
条
の
九
の
四 

主
務
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
又
は
助
言
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
外
国
為
替

取
引
等
取
扱
業
者
が
な
お
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
外

国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
に
対
し
、
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
 

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
勧
告
を

受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
 

第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令(

第
五
十
五
条
の
九
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲

げ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
に
対
し
て
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

十
五
条
の
九
の
四
第
二
項
」
と
、「
外
国
為
替
取
引
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
為
替
取
引
又
は
電
子
決
済
手
段
等
の
移

転
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
九
条
の
六
第
一
項
中
「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」に
改
め
、同
項
各
号
中
「
者
」

を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
者
又
は
」
を
「
と
き
又
は
」
に
、「
輸
出
を
し
た
者
」を「
輸

出
を
し
た
と
き
。」に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
中
「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」に
改
め
、同
項
各
号
中
「
者
」

を
「
と
き
。」に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
一
項
中
「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
及
び
第
十
七
条
の
四
」
を
「
、
第
十
七
条
の
四

第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
の
九
の
四
第
三
項
」
に
改
め
、「
外
国
為
替
取
引
」
の
下
に
「
又
は
電
子
決
済
手
段
等
の
移

転
等
」
を
加
え
「、
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
項
第
六
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。」

に
改
め
、
同
項
第
二
十
二
号
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「(

同
条
第
十
三
項
又
は
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り

み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
を
、「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「(

同
条
第
八
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に

よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
を
加
え
「、
又
は
特
定
取
得
を
し
た
者(

第
二
十
七
条
第
十
三
項
又
は
第

二
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
組
合
等
が
取
得
し
、
又
は
所
有
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ

る
場
合
の
当
該
特
定
組
合
等
の
業
務
執
行
組
合
員
及
び
第
二
十
七
条
第
十
四
項
又
は
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に

よ
り
外
国
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。)

」
を
「
若
し
く
は
特
定
取
得
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
し
た

と
き
。」に
改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
の
下
に
「(

同
条
第
十
三
項
又
は
第
十
四
項
の
規
定

に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
を
「、
第
二
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「(

同
条
第
八
項
又
は
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
を
加
え
「、
又
は
特
定
取
得
を
し
た
者(

第
二
十
七
条
第
十
三
項

又
は
第
二
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
組
合
等
が
取
得
し
、
又
は
所
有
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
も
の
と
み

な
さ
れ
る
場
合
の
当
該
特
定
組
合
等
の
業
務
執
行
組
合
員
及
び
第
二
十
七
条
第
十
四
項
又
は
第
二
十
八
条
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
外
国
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。)

」
を
「
若
し
く
は
特
定
取
得
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の

を
し
た
と
き
。」に
改
め
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
第
二
十
七
条
第
八
項(

」
の
下
に
「
同
条
第
十
三
項
又
は
第
十
四

項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
及
び
」
を
「、
第
二
十
八
条
第
七
項
」
の
下
に
「(

同
条
第
八
項
又
は
第
九

項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。)

」
を
加
え
「、
又
は
特
定
取
得
を
し
た

者(

第
二
十
七
条
第
十
三
項
又
は
第
二
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
組
合
等
が
取
得
し
、
又
は
所
有
し
、
若

し
く
は
保
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
当
該
特
定
組
合
等
の
業
務
執
行
組
合
員
及
び
第
二
十
七
条
第
十
四
項

又
は
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。)

」
を
「
若
し
く
は
特
定
取
得
又

は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
し
た
と
き
。」に
改
め
、
同
項
第
二
十
五
号
中
「
第
二
十
七
条
第
十
項(

」の
下
に
「
同

条
第
十
三
項
又
は
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
及
び
」
を
加
え
、「
又
は
特
定
取
得
を
し
た
者

(

第
二
十
七
条
第
十
三
項
又
は
第
二
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
組
合
等
が
取
得
し
、
又
は
所
有
し
、
若
し

く
は
保
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
当
該
特
定
組
合
等
の
業
務
執
行
組
合
員
及
び
第
二
十
七
条
第
十
四
項
又

は
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。)

」
を
「
若
し
く
は
特
定
取
得
又
は

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
し
た
と
き
。」に
改
め
、
同
項
第
二
十
六
号
中
「
第
四
項
ま
で
」
の
下
に
「(

第
二
十
七
条

第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
又
は
第
二
十
八
条
第
八
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

」
を
加
え
「、
者(

第
二
十
七
条
第
十
三
項
又
は
第
二
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
組
合
等
が
取

得
し
、
又
は
所
有
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
当
該
特
定
組
合
等
の
業
務
執
行
組
合
員
及

び
第
二
十
七
条
第
十
四
項
又
は
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。)

」
を

「
と
き
」
に
改
め
「、
第
二
十
九
条
第
五
項
」
の
下
に
「(

第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
又
は
第
二
十
八

条
の
二
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
を
加
え
、「
者(

第
二
十
七

条
の
二
第
六
項
又
は
第
二
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
組
合
等
が
取
得
し
、
又
は
所
有
し
、
若
し
く
は

保
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
当
該
特
定
組
合
等
の
業
務
執
行
組
合
員
及
び
第
二
十
七
条
の
二
第
七
項
又
は

第
二
十
八
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。)

」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
項

第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
る
。

第
七
十
条
の
二
中
「
第
十
八
条
の
六
」
を
「
第
十
八
条
の
六
第
一
項
」
に
、「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行

為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
中
「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「(

同
条
第
二
項

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
を
加
え
、「
者(

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
組
合
等
が
取
得
し
、
又
は
所
有
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
当
該
特
定
組
合
等
の
業
務

執
行
組
合
員
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。)

」
を
「
と
き
。」に
改
め
、

同
条
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と

し
、
同
条
第
十
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

十 

第
五
十
五
条
の
九
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
七
十
一
条
の
二
中
「
隠
ぺ
い
す
る
」
を
「
隠
蔽
す
る
」
に
、「
第
十
八
条
の
六
」
を
「
第
十
八
条
の
六
第
一
項
」

に
、「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
る
。

(

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
三
条 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
四
号
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」

を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
五
年
」
を
「
十
年
」
に
改
め
る
。



令和  年  月  日 金曜日 官報(号外第  号) 

ロ 

航
行
中
の
民
間
船
舶(

公
用
に
供
す
る
船
舶
以
外
の
船
舶
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

内
の

人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の(

当
該
民
間
船
舶
の
安
全
な
航
行
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。)

ハ 

国
際
空
港(

航
空
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号)

第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
国
際
航

空
運
送
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
飛
行
場
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
飛
行
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
ハ
及
び

第
八
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。)

に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の(

当
該
国
際
空
港
に
お
け
る
安
全
を
損
な
う
お
そ
れ

が
あ
る
も
の
に
限
る
。)

ニ 

固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム(

大
陸
棚
に
所
在
す
る
固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
安
全
に
対
す
る
不
法
な
行

為
の
防
止
に
関
す
る
議
定
書
第
一
条３

に
規
定
す
る
固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
ニ
及
び

第
十
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。)

に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の(

当
該
固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
安
全
を
損
な
う

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。)

三 

公
共
施
設
等(

前
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
、
同
号
ホ
に
掲
げ
る
も
の(

公
用
又
は
公
衆
の

利
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。)

又
は
人
若
し
く
は
物
の
運
送
に
用
い
る
航
空
機
若
し
く
は
船
舶
で
あ
っ
て
公
用

若
し
く
は
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。)

に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
人
を

殺
害
し
、
又
は
人
の
身
体
を
傷
害
す
る
行
為(

前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

イ 

爆
発
物
を
爆
発
さ
せ
る
方
法

ロ 

火
炎
び
ん
の
使
用
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
十
七
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
火

炎
び
ん
を
使
用
す
る
方
法

ハ 

細
菌
兵
器(

生
物
兵
器)

及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約

等
の
実
施
に
関
す
る
法
律(

昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
一
号)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
生
物
兵
器
又

は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
毒
素
兵
器
を
使
用
し
て
、
当
該
生
物
兵
器
又
は
当
該
毒
素
兵
器
に
充
塡
さ
れ
た

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
物
剤
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
毒
素
を
発
散
さ
せ
る
方
法

ニ 

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
七
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
化
学
兵
器
を
使
用
し
て
、
当
該
化
学
兵
器
に
充
塡
さ
れ
、
又
は
当
該
化
学
兵
器
の
内
部
で

生
成
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
性
物
質
又
は
こ
れ
と
同
等
の
毒
性
を
有
す
る
物
質
を
発
散
さ
せ
る

方
法

ホ 

サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
身
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

平
成
七
年
法
律
第
七
十
八
号)

第
二
条
に
規
定
す

る
サ
リ
ン
等
を
発
散
さ
せ
る
方
法

四 

放
射
線
を
発
散
さ
せ
る
等
の
方
法(

放
射
性
物
質(

放
射
線
を
発
散
さ
せ
て
人
の
生
命
等
に
危
険
を
生
じ
さ

せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
放
射
性

物
質
を
い
う
。)

を
み
だ
り
に
取
り
扱
う
こ
と
若
し
く
は
原
子
核
分
裂
等
装
置(

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子

核
分
裂
等
装
置
を
い
う
。)

を
み
だ
り
に
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
そ
の
他
不
当
な
方
法
で
、
核
燃
料
物
質

(

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
を
い
う
。)

の
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
を
引
き
起
こ
し
、
又
は
放
射

線(

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。)

を
発
散
さ
せ
る
方
法
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に

よ
り
、
人
を
殺
害
し
、
又
は
人
の
身
体
を
傷
害
す
る
行
為(

第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

五 

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
の
用
に
供
す
る
当
該
イ
か
ら
ホ

ま
で
に
定
め
る
も
の
に
関
し
て
行
わ
れ
、
当
該
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
の
身
体
又
は
自
由
を
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
も
の

イ 

前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
行
為 

同
号
イ
に
規
定
す
る
航
空
機

ロ 

前
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
行
為 

同
号
ロ
に
規
定
す
る
船
舶

ハ 

前
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
行
為 

同
号
ハ
に
規
定
す
る
航
空
機
又
は
船
舶

ニ 

前
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
行
為 

同
号
ニ
に
規
定
す
る
航
空
機
又
は
船
舶

ホ 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為(

同
号
イ
、
ロ
又
は
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。) 

同
号
イ
、
ロ
又
は
ホ
に
掲

げ
る
も
の

六 

前
項
第
二
号
イ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
民
間
航
空
機
に
関
し
て
行
わ
れ
る
も
の(

前
号(

同
号

イ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

第
十
条
第
一
項
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」を「
公

衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
五
年
」
を
「
十
年
」に
、

「
三
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
三
年
」
を
「
七
年
」
に
、「
百
万
円
」
を
「
三
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
不
動
産
若
し
く
は
動
産
又
は
金
銭
債
権(

金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債
権
を
い
う
。
以

下
同
じ
。)

で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
」
を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
が
不
動
産
若
し
く
は
動
産
若
し
く
は
金
銭
債
権
で
な
い
と
き
そ
の
他
こ
れ
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
十
一
条
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
金
銭
債
権
」
の
下
に
「(

金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

」
を

加
え
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
若
し
く
は
第
十
一
条
」
を
削
る
。

第
六
十
条
第
一
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
不
動
産
若
し
く
は
動
産
又
は
金
銭
債
権
以
外
の
第
十
三

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
財
産
を
没
収
す
る
た
め
の
保
全
」
を
削
る
。

別
表
第
二
中
第
三
十
三
号
を
削
り
、
第
三
十
四
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
三
第
八
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
十
三 

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項

(

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
る
資
金
等
を
提
供
さ
せ
る
行
為)

又
は
第

三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項(

公
衆
等
脅
迫

目
的
の
犯
罪
行
為
等
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
よ
る
資
金
等
の
提
供
等)

の
罪

別
表
第
四
第
一
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ヘ
を
削
る
。

(

国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精

神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
四
条 

国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び

向
精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
五
年
」
を
「
十
年
」
に
、「
三
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
三
年
」
を
「
七
年
」
に
「、
百
万
円
」
を
「
三
百
万
円
」
に
改
め
る
。

(

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
五
条 

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第

六
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律

第
一
条
中
「
二
イ 

航
行
「中
二の
航
空
航空機
機を
又墜
は落
船さ
舶せ
に、
係転
る覆
次さ
にせ
掲、
げ若
るし
行く
為は
覆
没
さ
せ
、
又
は
そ
の
航
行
に
危

険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
」
を 

イ 

航
行
中
の
航
空
機
を
墜
落
さ
せ
、
転
覆
さ
せ
、
若
し
く
は
覆
没
さ
せ
、
又
は

そ
の
航
行
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
犯
罪
行
為
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
犯
罪
行
為
を
い
う
。

一 

国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者(

国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者(

外
交
官
を
含
む
。)

に
対
す
る
犯
罪
の
防
止
及
び
処

罰
に
関
す
る
条
約
第
一
条１

に
規
定
す
る
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
を
い
う
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。)

を
殺

害
し
、若
し
く
は
凶
器
の
使
用
そ
の
他
そ
の
身
体
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
方
法
に
よ
り
そ
の
身
体
を
傷
害
し
、

又
は
そ
の
者
を
略
取
し
、
若
し
く
は
誘
拐
し
、
若
し
く
は
人
質
に
す
る
行
為

二 

人
を
殺
害
し
、
又
は
凶
器
の
使
用
そ
の
他
人
の
身
体
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
方
法
に
よ
り
そ
の
身
体
を
傷

害
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の(

前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

イ 

航
行
中
の
民
間
航
空
機(

民
間
航
空
の
用
に
供
す
る
航
空
機
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

内

の
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の(

当
該
民
間
航
空
機
の
安
全
な
航
行
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限

る
。)



 令和  年  月  日 金曜日 官報(号外第  号)

「

次
に

第
一
号
に

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

七 

前
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
民
間
船
舶
に
関
し
て
行
わ
れ
る
も
の(

第
五
号(

同
号

ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

八 

前
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の(

第
五
号(

同
号
ニ
に
係
る

部
分
に
限
る
。)

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

イ 

民
間
航
空
の
安
全
に
対
す
る
不
法
な
行
為
の
防
止
に
関
す
る
条
約
第
二
条⒝

の
規
定
に
よ
り
業
務
中
の
民

間
航
空
機
と
み
な
さ
れ
る
民
間
航
空
機(

ロ
に
お
い
て
「
業
務
中
の
民
間
航
空
機
」
と
い
う
。)

に
関
し
て
行

わ
れ
る
も
の

ロ 

国
際
空
港
に
あ
る
民
間
航
空
機(

業
務
中
の
民
間
航
空
機
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
し
て
行
わ
れ

る
も
の(

当
該
国
際
空
港
に
お
け
る
安
全
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。)

ハ 

航
行
中
の
民
間
船
舶
に
関
し
て
行
わ
れ
る
も
の

九 

前
項
第
二
号
ニ
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
放
射
線
を
発
散
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
り
行

わ
れ
る
も
の(

第
五
号(

同
号
ニ
及
び
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

及
び
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

十 

爆
発
物
を
爆
発
さ
せ
、
放
火
し
、
又
は
そ
の
他
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ

す
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
破
壊
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
重
大
な
損
傷
を
与
え
る
行
為
の
う
ち
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

イ 

民
間
航
空
機
の
運
航
の
用
に
供
す
る
飛
行
場
の
設
備
又
は
航
空
保
安
施
設 

民
間
航
空
機
の
安
全
な
航
行

を
損
な
う
お
そ
れ

ロ 

民
間
船
舶
の
運
航
の
用
に
供
す
る
航
路
標
識(

航
路
標
識
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号)

第
一

条
第
二
項
に
規
定
す
る
航
路
標
識
を
い
う
。)
 

民
間
船
舶
の
安
全
な
航
行
を
損
な
う
お
そ
れ

ハ 

固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム 

当
該
固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
安
全
を
損
な
う
お
そ
れ

第
二
条
の
見
出
し
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
の
下
に
「
又
は
特
定
犯
罪
行
為(

以
下
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯

罪
行
為
等
」
と
い
う
。)

」
を
加
え
「、
十
年
」
を
「
十
二
年
」
に
、「
又
は
千
万
円
」
を
「
若
し
く
は
千
二
百
万
円
」に
、

「
処
す
る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
前
の
見
出
し
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
」に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
」
に
、「
十
年
」
を
「
十

二
年
」
に
、「
千
万
円
」
を
「
千
二
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
を
「
公

衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
」
に
「、
七
年
」
を
「
十
年
」
に
「、
七
百
万
円
」
を
「
千
万
円
」
に
「、
も
、
同
様
と
す

る
」
を
「
は
、
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
五
年
」
を
「
七
年
」
に
「、
又
は
五
百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
七
百
万
円
」
に
「、
処
す
る
」
を
「
処

し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
五
年
」
を
「
七
年
」
に
、「
五
百
万
円
」
を
「
七
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
」
に
「、
二
年
」
を

「
五
年
」
に
「、
二
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」を「
公

衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
」
に
、「
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
」
を
「
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
百

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
」
に
改
め
る
。

(

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
六
条 

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
の
各
号(

第
二
条
第
二
項
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
に
あ
っ

て
は
、
第
一
号)

」を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
」
を
削
り
、「
前
項
第
一
号
」
を「
前
項
各
号
」

に
改
め
「、
第
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
の
表
国
等(

人
格
の
な
い
社
団
又
は

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

」に
改
め
、「
状
況
」
の
下

財
団
を
除
く
。)

の
項
中 

定号次のか事業ら各
者第号(
に四

あ十第二っ九
て号条
はま第二、で
第に項第一掲
号げ四十る)
特六 

第
一
号

「を」

に
、「
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
特

」

定
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
一
号
」「を
「
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
表

人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
の
項
中 

次
の
各
号

」を「 

次
に

に「(

第
二
条
第
二
項
第
四
十
六
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項)

」を
加
え
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
八
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二

項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、「
同
項
の
取
引
」
を
「
第

一
項
の
取
引
又
は
前
項
の
特
定
受
任
行
為
の
代
理
等(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
取
引
等
」
と
い
う
。)

」
に
、「
当
該

取
引
」
を
「
当
該
取
引
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
 

第
二
条
第
二
項
第
四
十
七
号
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
は
、
特
定
受
任
行
為
の
代
理
等
に

つ
い
て
、
当
該
特
定
受
任
行
為
の
代
理
等
に
お
い
て
収
受
し
た
財
産
が
犯
罪
に
よ
る
収
益
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
か

ど
う
か
、
又
は
顧
客
等
が
当
該
特
定
受
任
行
為
の
代
理
等
に
関
し
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
条
の
罪
若
し
く
は
麻

薬
特
例
法
第
六
条
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
こ
れ
ら
の
疑
い
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
事
項
を
行

政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、当
該
事
項
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一 

第
二
条
第
二
項
第
四
十
七
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者 

行
政
書
士
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号)

第
十

二
条 

二 

第
二
条
第
二
項
第
四
十
八
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者 

公
認
会
計
士
法
第
二
十
七
条(

同
法
第
十
六
条
の
二

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。) 

三 

第
二
条
第
二
項
第
四
十
九
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者 

税
理
士
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号)

第
三
十
八
条 

第
十
条
第
一
項
中
「
当
該
顧
客
」
の
下
に
「
及
び
当
該
顧
客
の
支
払
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
二
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
「、
行
っ
た
顧
客
」

の
下
に
「
及
び
当
該
受
取
顧
客
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
と
の
契
約
締
結
の
際
の
確
認)
 

第
十
条
の
四 

第
二
条
第
二
項
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者(

以
下
「
暗
号
資
産
交
換
業
者
」と
い
う
。)

は
、

外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者(

外
国
に
所
在
し
て
暗
号
資
産
交
換
業(

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十

五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
を
い
う
。)

と
同
種
類
の
業
務
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。)

と
の
間
で
、
暗
号
資
産(

同
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。以
下
同
じ
。)

の
移
転(

同

法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
の
交
換
等
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

を
継
続
的
に
又
は
反

復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
て
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
外

国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一 

当
該
外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
第
四
条
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
る
措

置
に
相
当
す
る
措
置(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
」
と
い
う
。)

を
的
確
に
行
う
た
め

に
必
要
な
営
業
所
そ
の
他
の
施
設
並
び
に
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る
者
を
当
該
外
国

所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
所
在
す
る
国
又
は
当
該
所
在
す
る
国
以
外
の
外
国
に
置
き
、
か
つ
、
取
引
時
確
認

等
相
当
措
置
の
実
施
に
関
し
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
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を
行
う
当
該
所
在
す
る
国
又
は
当
該
外
国
の
機
関
の
適
切
な
監
督
を
受
け
て
い
る
状
態(

次
号
に
お
い
て
単
に

「
監
督
を
受
け
て
い
る
状
態
」
と
い
う
。)

に
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
的
確
に
行
う
た

め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

二 

当
該
外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
で
あ
っ
て
監
督
を
受
け
て
い
る
状

態
に
な
い
も
の
と
の
間
で
暗
号
資
産
の
移
転
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締

結
し
て
い
な
い
こ
と
。

(

暗
号
資
産
の
移
転
に
係
る
通
知
義
務)

第
十
条
の
五 

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
顧
客
か
ら
依
頼
を
受
け
て
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当

該
移
転
を
受
取
顧
客(

当
該
移
転
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
他
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
又
は
外
国
暗
号
資
産
交
換

業
者(

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
い
い
、
政
令
で
定

め
る
国
又
は
地
域
に
所
在
す
る
も
の
を
除
く
。)(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
」
と
い

う
。)

の
顧
客
と
し
て
暗
号
資
産
の
管
理
を
当
該
他
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
に
委
託
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
対
し
て
行
う
と
き
、
又
は
受
取
顧
客
に
対
す
る

当
該
移
転
を
他
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
に
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
依
頼
を
行
っ
た
顧
客
及
び
当
該
受
取
顧
客

に
係
る
本
人
特
定
事
項
そ
の
他
の
事
項
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
当
該
受
取
顧
客
の
た
め
に
当
該
移
転
に
係

る
暗
号
資
産
の
管
理
を
す
る
他
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
等(

当
該
委
託
を
受
け
た
者
を
除
く
。)

又
は
当
該
委
託
を

受
け
た
者
に
通
知
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
 

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
他
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
か
ら
こ
の
条
の
規
定
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法

令
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
て
暗
号
資
産
の
移
転
の
委
託
又
は
再
委
託
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
移
転

を
受
取
顧
客
に
対
し
て
行
う
と
き
、
又
は
受
取
顧
客
に
対
す
る
当
該
移
転
を
他
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
に
再
委

託
す
る
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
事
項(

主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
限
る
。)

を
当
該
受
取
顧
客
の
た
め
に
当

該
移
転
に
係
る
暗
号
資
産
の
管
理
を
す
る
他
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
等(

当
該
再
委
託
を
受
け
た
者
を
除
く
。)

又

は
当
該
再
委
託
を
受
け
た
者
に
通
知
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
本
人
特
定
事
項
の
確
認
等
」
を
「
取
引
時
確
認
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
顧
客

等
又
は
代
表
者
等
の
本
人
特
定
事
項
の
確
認
」
を
「
取
引
時
確
認
」
に
改
め
「、
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
本
人
特
定
事
項
の
確
認
」
を
「
取
引
時
確
認
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
十
一
条
」
及
び
「
若
し
く
は
第
七
条
」
を
削
る
。

第
十
八
条
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
「、
第
十
条
の
三
」
を
「
第
十
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
行
政
庁
は
、
同
項
に
定
め
る
行
政
庁
及
び
財
務
大

臣
と
す
る
。

一 

第
九
条
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者(

第
二
条
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
を
除
く
。)

に
係
る
第

九
条
及
び
第
十
条
に
定
め
る
事
項

二 

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
係
る
第
十
条
の
二
に
定
め
る
事
項
及
び
第
十
条
の
三
に
定
め
る
事
項(

電
子

決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
顧
客
か
ら
受
取
顧
客(

他
の
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
顧
客
で
あ
る
者
に
限

る
。)

に
対
す
る
電
子
決
済
手
段
の
移
転
の
依
頼
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
電
子
決
済
手
段
の
移

転(

委
託
又
は
再
委
託
を
受
け
た
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。)

が
本
邦
内

に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
と
き
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

三 

暗
号
資
産
交
換
業
者
に
係
る
第
十
条
の
四
に
定
め
る
事
項
及
び
第
十
条
の
五
に
定
め
る
事
項(

暗
号
資
産
交

換
業
者
が
顧
客
か
ら
受
取
顧
客(

他
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
顧
客
で
あ
る
者
に
限
る
。)

に
対
す
る
暗
号
資
産

の
移
転
の
依
頼
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
暗
号
資
産
の
移
転(

委
託
又
は
再
委
託
を
受
け
た
暗

号
資
産
交
換
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。)

が
本
邦
内
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
と
き
に
係
る
も
の

を
除
く
。)

第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
」
を
「
前
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
二
項
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
暗
号
資

産
交
換
業
者
」
と
い
う
。)

」
を
「
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
条
第
二
項
第
四
十
七
号
に
掲
げ
る
者
の
項
中
「(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号)

」を
削
り
、
同
表
第
二
条

第
二
項
第
四
十
九
号
に
掲
げ
る
者
の
項
中
「(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号)

」を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一 

第
一
条
中
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ

リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
改
正
規
定
、
第
三
条
か
ら
第
五
条

ま
で
の
規
定
及
び
第
六
条
中
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び

に
附
則
第
六
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
五
条(

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号)

第
三
条
第
十
二
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日

二 

第
二
条
中
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同

法
第
十
八
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
二
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
章
の
二
の
次
に
一
章
を
加

え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
一
条
第
十
二
号
を
同
条
第
十
三
号
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
十
一
号
を
同
条
第

十
二
号
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
十
号
を
同
条
第
十
一
号
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
条
第
九
号
の
次
に
一
号
を

加
え
る
改
正
規
定(

附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
目
次
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。)

並
び
に
第
六
条
中
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
条
第
二
項
の

改
正
規
定
、
同
法
第
八
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、同
法
第
十
八
条
の
改
正
規
定(

「
第
三
項
」

を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

及
び
同
法
別
表
の
改
正
規
定(

附
則
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
犯
罪

収
益
移
転
防
止
法
第
四
条
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。)

並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
五
条
、
第
八
条
及
び
第
十
四
条

の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

(

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財

産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
名
簿(

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
名
簿
を
い
う
。)

に
記
載
さ
れ
、か
つ
、

同
項
に
規
定
す
る
第
千
七
百
十
八
号
等
決
議
に
よ
り
そ
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

者
に
つ
い
て
の
同
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
記
載
さ
れ
た
と
き(

既
に
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係

者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
た
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
に
つ
い
て
、
第
千
七
百
十
八
号
等
決
議
に
よ
り
そ

の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
と
き
を
含
む
。)

」
と
あ
る
の
は
、「
国
際
的
な
不
正
資
金
等
の

移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す

る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
九

十
七
号)

の
施
行
の
際
現
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
」
と
す
る
。

(

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日(

次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。)

か
ら
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日(

次
条
及
び
附
則
第
八
条
に
お
い
て
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。)

の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
第
二
条
の
規
定(

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
目
次
等
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
る

改
正
後
の
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
十
六
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
二
及
び
第
七
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
法
第
十
六
条
の
二
の
表
の
一
の
項
の
上
欄
中
「
、
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五
十
五
条
の
九
の
二

第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
」
と
、
同
表
の
二
の
項
の
上
欄
中
「
を
い
う
。
第

五
十
五
条
の
九
の
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
」
と
、同
表
の
三
の
項
の
上
欄
中
「
を

い
う
。
第
五
十
五
条
の
九
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
」
と
、
同
表
の
四
の
項
の
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上
欄
中
「
を
い
う
。
第
五
十
五
条
の
九
の
二
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
」
と
、
同
法

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
次
項
及
び
第
五
十
五
条
の
九
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
」
と
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
第
五
号
中
「
、
第
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
の
九
の
四
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第

十
七
条
の
四
第
一
項
」
と
す
る
。

第
四
条 

第
二
号
施
行
日
前
に
さ
れ
た
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
十
七
条(

同
法
第
十
七
条
の
三
及
び
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項(

施
行
日
前
に
お
い
て
は
、
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
十
七
条
の
四
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
係
る
命
令
又
は
業
務
の
停
止
若
し
く
は
業
務
の
内
容
の
制
限
の
処
分
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
 

第
二
号
施
行
日
前
に
し
た
行
為
並
び
に
第
二
号
施
行
日
前
に
行
っ
た
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
十
七
条
の
二

第
二
項(

同
法
第
十
七
条
の
三
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
十
七
条
の
四

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
基
づ
く
業
務
の
停
止
又
は
業
務
の
内
容
の
制
限
の
処
分
及
び

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
業
務
の
停
止
又
は
業
務
の
内
容
の
制
限
の
処
分
に
係
る

第
二
号
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

検
討)
 

第
五
条 

政
府
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
外
為
法
」
と
い
う
。)

の
施
行
の
状

況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
外
為
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

(

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

第
六
条 

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律(

次
項

に
お
い
て
「
新
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。)

第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規

定
は
、
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
財
産
上
の
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
で
犯
し
た
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律(

次
項
に
お
い
て
「
旧
組

織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。)

第
十
一
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物

に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
第
七
条
の
罪
の
犯
罪
行
為(

日
本
国
外
で
し
た
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た

と
し
た
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
罪
に
当
た
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
地
の
法
令
に
よ
り
罪
に
当
た
る
も
の
を
含
む
。)

に
よ
り

生
じ
、
若
し
く
は
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
り
得
た
財
産
又
は
当
該
犯
罪
行
為
の
報
酬
と
し
て
得
た
財
産
に
関
し
て
同
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
も
、
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
財
産
は
、
組

織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
犯
罪
収
益
と
み
な
す
。

２
 

新
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
六
十
条
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
犯
さ
れ
た
犯
罪

に
係
る
外
国
か
ら
の
共
助
の
要
請
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧

組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
六
十
条
第
二
項(

不
動
産
若
し
く
は
動
産
又
は
金
銭
債
権
以
外
の
旧
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第

十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
財
産
を
没
収
す
る
た
め
の
保
全
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

に
規
定
す
る
共
助
の
要
請
に

係
る
追
徴
保
全
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
場
合(

そ
の
後
当
該
追
徴
保
全
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
を
除
く
。)

に

は
、
当
該
共
助
の
要
請
に
お
い
て
犯
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
係
る
外
国
の
刑
事
事
件
に
関
し
て
さ
れ
る
没
収

の
確
定
裁
判
の
執
行
に
係
る
共
助
の
要
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置)
第
七
条 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号)

の
施
行
の
日(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
刑
法
施
行
日
」
と
い
う
。)

の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯

罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
後
段
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る

刑
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

(

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

第
八
条 

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
」
と
い

う
。)

第
二
条
第
二
項
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者(

次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
司

法
書
士
等
」
と
い
う
。)

が
、
第
二
号
施
行
日
前
の
取
引
の
際
に
第
六
条
の
規
定(

犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
四
条
等

の
改
正
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法(

以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
旧
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
」
と
い
う
。)

第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認(

当
該
確
認
に

つ
い
て
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
記
録
の
作
成
及
び
保
存
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
も

の
に
限
る
。)

を
行
っ
て
い
る
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
顧
客
等(

第
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
」
と
い
う
。)

第
四
条
第
五

項
に
規
定
す
る
国
等(

第
四
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。)

を
除
く
。)

と
の
間
で
行
う
第
二
号
施
行
日
以
後
の
取

引(

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
取
引
を
含
む
。)

で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
新
犯

罪
収
益
移
転
防
止
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
、「
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
」
と
す
る
。

２
 

司
法
書
士
等
が
、
第
二
号
施
行
日
前
の
取
引
の
際
に
旧
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認(

当
該
確
認
に
つ
い
て
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
記
録
の
作
成
及
び
保
存
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。)

を
行
っ
て
い
る
犯

罪
収
益
移
転
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
顧
客
等(

人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
に
限
る
。)

と
の
間
で
行
う

第
二
号
施
行
日
以
後
の
取
引(

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
取
引
を
含
む
。)

で
あ
っ
て
政
令
で
定
め

る
も
の
に
つ
い
て
の
新
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
項(

同
条

第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
及
び
第

三
号
に
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
当
該
顧
客
等
が
自
然
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
職
業
、
当
該
顧
客
等
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
事
業
の
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
の
内
容
」
と
す
る
。

３
 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
四
条
第
三
項
中
「
同
項
又
は
前
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
と
あ
る
の
は
「
国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等

に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際

テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
九
十
七
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。)

附
則
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
一
項

の
規
定
又
は
前
項(

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

又
は
」
と
あ

る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
一
項
の
規
定
又

は
第
二
項(

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

若
し
く
は
」
と
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法

第
六
条
第
二
項
中
「
確
認
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
記
録(

改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す

る
保
存
に
係
る
確
認
記
録
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

」
と
、
新
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
十
八
条
中

「
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
四
条
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項(

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」

と
、「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
す
る
。

４
 

司
法
書
士
等
が
、
第
二
号
施
行
日
前
の
取
引
の
際
に
旧
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項(

こ

れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
確
認(

当
該
確

認
に
つ
い
て
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
記
録
の
作
成
及
び
保
存
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
も
の
に
限
る
。)

及
び
新
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
四
条
第
一
項(

第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
き
、
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

又
は
第
二
項(

同
条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
並
び
に
資
産

及
び
収
入
の
状
況
に
係
る
部
分
を
除
き
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規

定
に
よ
る
確
認
に
相
当
す
る
確
認(

当
該
確
認
に
つ
い
て
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認

記
録
に
相
当
す
る
記
録
の
作
成
及
び
保
存
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。)

を
行
っ
て
い
る
犯
罪
収
益
移

転
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
顧
客
等(

国
等(

人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
を
除
く
。)

を
除
く
。)

と
の
間

で
行
う
第
二
号
施
行
日
以
後
の
取
引(

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
取
引
を
含
む
。)

で
あ
っ
て
政
令

で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



令和  年  月  日 金曜日 官報(号外第  号) 

内
閣
総
理
大
臣 

岸
田 

文
雄

内
閣
総
理
大
臣 

岸
田 

文
雄

(

政
令
へ
の
委
任)

第
九
条 

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正)

第
十
条 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
三
号
の
二
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法

律
」
を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
に
「、
第
一
条
」

を
「
第
一
条
第
一
項
」
に
改
め
「、
規
定
す
る
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
特
定
犯
罪
行
為
」
を
加
え
、「「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
を「「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
」

に
「、
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
予
備
行
為
又
は
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の

犯
罪
行
為
等
の
予
備
行
為
又
は
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
」
に
改
め
る
。

(

警
察
法
の
一
部
改
正)

第
十
一
条 

警
察
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
十
号
中
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が

実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第

千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

(

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
十
二
条 

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
八
項
第
二
号
中
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実

施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千

二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
「、
公
告
国
際
テ
ロ
リ

ス
ト
」
を
「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
五
号
ニ
中
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま

え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理

事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め

る
。

(

衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
十
三
条 

衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
号
中
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国

際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十

七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
さ
れ
て
い
る
者(

現
に
同
項
に
規
定
す
る
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
。)

又
は
同
法
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
」
を
「
第
九
条
に
規
定
す
る
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
、「「
国
際
テ
ロ
リ
ス

ト
」
を「「
財
産
凍
結
等
対
象
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ 

財
産
凍
結
等
対
象
者

(

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
の
一
部
改
正)

第
十
四
条 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法(

平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
」
を
「
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
」
に
改
め
る
。

政
令
第
三
百
七
十
四
号

行
政
機
関
職
員
定
員
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
三
号)

第
二
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

行
政
機
関
職
員
定
員
令(

昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
二
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「(

以
下
「
法
」
と
い
う
。)

」
を
削
り
、
同
項
の
表
内
閣
府
の
項
中
「
一
四
、
七
七
四
人
」
を
「
一

四
、
八
二
五
人
」
に
改
め
、
同
表
厚
生
労
働
省
の
項
中
「
三
三
、
六
〇
二
人
」
を
「
三
三
、
六
五
四
人
」
に
改
め
、
同

表
合
計
の
項
中
「
三
〇
二
、
九
〇
三
人
」
を
「
三
〇
三
、
〇
〇
六
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
公
正
取
引
委
員
会

の
項
中
「
八
五
四
人
」
を
「
九
〇
四
人
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「(

定
員
の
期
間
別
の
特
例)

」を
付
し
、
同
項
中
「
そ

れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
の
表
内
閣
府
の
項
、
総
務
省
の
項
、
財
務
省
の
項
、
文
部
科
学
省
の
項
、農
林
水
産
省
の
項
、

経
済
産
業
省
の
項
、
国
土
交
通
省
の
項
及
び
環
境
省
の
項
を
削
る
。

附
則
第
三
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

内
閣
総
理
大
臣 

岸
田 

文
雄

I
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御 

名 

御 

璽

令
和
四
年
十
二
月
九
日

(

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
十
五
条 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
二
号
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
を

「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
百
三
条
第
十
一
号
中
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す

る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百

六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣 

岸
田 

文
雄

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明

法
務
大
臣 

藤 

健

財
務
大
臣 

鈴
木 

俊
一

厚
生
労
働
大
臣 

加
藤 

勝
信

経
済
産
業
大
臣 

西
村 

康
稔

政

令

行
政
機
関
職
員
定
員
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御 

名 

御 

璽

令
和
四
年
十
二
月
九
日
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